
Ｋ欄 ～ Ｍ欄　障害者の数

Ａ欄　支払金額

ロ欄　新生命保険料の金額

ハ欄　旧生命保険料の金額

二欄　介護医療保険料の金額

ホ欄　新個人年金保険料の金額

※裏面（留意点）もご確認ください

チ欄 ～ ワ欄 　※ル欄及びヲ欄については裏面参照

④欄　源泉徴収税額

⑤欄  非居住者である親族の数

⑥欄　住宅借入金等特別控除の額

⑩欄  国民年金保険料等の金額

⑪欄　基礎控除の額　※裏面参照

Ｒ欄　特定親族特別控除の額

イ欄　配偶者の合計所得

⑦欄  摘要　　

⑧欄  住宅借入金等特別控除の額の内訳 

⑮欄  中途就・退職
Ｃ 欄・ Ｅ 欄　(源泉)控除対象配偶者の有無等

⑬欄  控除対象扶養親族等　※裏面参照

⑭欄  16歳未満の扶養親族

⑯欄 支払者

①欄  支払を受ける者

       給与支払報告書(個人別明細書)の書き方
Ｆ欄　配偶者（特別）控除の額

②欄　種別

③欄 所得控除の額の合計額

Ｇ欄～ Ｊ、Ｑ欄　扶養親族等の数

⑫欄　所得金額調整控除額　※裏面参照

⑨欄  （源泉・特別）控除対象配偶者

Ｂ欄　給与所得控除後の金額（調整控除後）　※裏面参照

ヘ欄　旧個人年金保険料の金額

ト欄　旧長期損害保険料の金額

Ｐ欄　地震保険料の控除額

Ｏ欄　生命保険料の控除額

Ｎ欄　社会保険料等の金額

住所、個人番号、役職名、氏名及び生年月日は正確に記入してください。住所は、受給者の令和８年１

月１日（中途退職者は退職時）現在の住民票登録地を記入してください。氏名のフリガナは必ず記入して

ください。受給者番号は給与等の支払者が受給者に番号を付している場合に記入してください。

俸給､給与､歳費､賞与､青専等のように給与等の種別を記入してください。

中途就職の方、または給与支払報告書を提出される前に退職された方については、日付まで必ず記入

してください。令和８年５月末までに退職予定の者は⑦摘要欄に退職予定日を記入してください。

年末調整を行った受給者について、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者・扶養

控除、基礎控除等の所得控除の額の合計額を記入してください。

令和７年中に源泉徴収すべき金額を記入してください。

配偶者控除または配偶者特別控除の対象となる配偶者、扶養控除の対象となる扶養親族及び特定親族、

16歳未満の扶養親族のうちに、非居住者がいる場合には、その人数を記入してください。

・本年中途で就職した人で、前職分の給与を合算している場合には、 社名、前職分の給与支払額、社会

保険料､源泉徴収額を記入してください。（※２カ所以上ある場合はそれぞれの記載をお願いします。）

・５人目以降の扶養親族、障害者である同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。)がいる場合には、

対象者の氏名を記入してください。

・給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合の同一生計配偶者を有する方で、同一生計

配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合は、同一生計配偶者の氏名及び

同一生計配偶者である旨を記載してください。 例：「中遠 町子（同配）」

※この場合、控除対象配偶者の欄⑨には記載しないようにご注意ください。

・パート、臨時雇用等で特別徴収のできない方については「普通徴収」と記入してください。この場合は、

「個人住民税の普通徴収への切替理由書」に人数を記載してください。

年末調整において住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合は、適用数、控除可能額、居住開始年月

日、控除区分、年末残高を記入してください。なお、年末調整で所得税から控除しきれない住宅借入金等

特別控除額がある場合には、住宅借入金等特別控除可能額（※控除しきれなかった額ではありません）

を記入してください。控除しきれた場合は記入不要です。

（注意）控除区分は正確に記載してください。区分により市県民税の控除対象外となる場合があります。

年末調整の際に控除した住宅借入金等特別控除の額を記入してください。

配偶者控除または配偶者特別控除の対象となる配偶者の氏名、フリガナ及び個人番号を記入してくださ

い。また、（源泉・特別）控除対象配偶者が非居住者である場合には、区分の欄に○印を記入してください。

（※給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合の同一生計配偶者を有する方は記載し

ないようにご注意ください。）

扶養控除の対象となる扶養親族又は特定親族の氏名、フリガナ及び個人番号を記入してください。また、

控除対象扶養親族又は特定親族の区分欄には裏面を参照して該当する番号を記入してください。

年末調整において、社会保険料控除の適用を受けた国民年金保険料等(国民年金の保険料及び国民年

金基金の掛金)の金額がある場合は、その金額を再掲してください。

平成22年１月２日以降生まれの扶養親族がいる場合、それぞれの氏名、フリガナ及び個人番号を記入し

てください。また、16歳未満の扶養親族が非居住者である場合には、区分の欄に○印を記入してください。
年末調整を行った受給者について、「令和７年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」

によって求めた金額から所得金額調整控除を引いた金額を記入してください。

【有】欄：主たる給与等において、支払いを受ける方が年末調整の適用を受けている場合で控除対象配偶者を有

しているときはＣ欄に○印を記入してください。年末調整の適用を受けていない場合は、源泉控除対象

配偶者を有しているときに〇印を記入してください。（配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合）

【従有】欄：従たる給与において、源泉控除対象配偶者を有しているときに○印を記入してください。

【老人】欄：控除対象配偶者が70歳以上の場合に老人Ｅ欄に○印を記入してください。
給与を支払った者の住所又は所在地、氏名又は名称、個人番号又は法人番号及び電話番号を記入して

ください。個人番号を記載する場合は、右詰で記載します。

８

令和７年中に支払いの確定した給与の総額を記入してください。（中途で就職した受給者で年末調整をした場合

は前職分の給与等を合算して記入してください。この場合、⑦摘要欄に社名、前職分の給与支払額、社会保険

料､源泉徴収税額を記入してください。)

基礎控除額を記入してください。合計所得金額が132万円以下なら95万円、132万円超なら裏面の表に

従って額を記入してください。※2,500万円超の場合は適用ありません。

給与等の収入金額が850万円を超える方は裏面の表に従って対象内容を確認し、額を記入してください。

※なお、本控除は所得控除ではなく給与所得控除なので注意してください。

年末調整の際、控除した配偶者（特別）控除の額を記入してください。

扶養親族の数を下記のとおり記入してください。

・【Ｇ欄 特定】・・・平成15年１月２ 日～ 平成19年１月１日生まれ

・【Ｉ 欄 老人】・・・昭和31年１月１日以前生まれ

・【Ｊ欄 その他】・・・特定・老人以外の平成22年１月１日以前生まれの16歳以上の人

・【Q欄 特親】・・・平成15年１月２ 日～ 平成19年１月１日生まれのうち、合計所得金額が58万円

超123万円以下である人

（注意） 上記の老人のうち本人または配偶者の直系尊属で同居している場合は、同居している人

数をＨ欄に記入してください。16歳未満の扶養親族は控除対象外となります。「16歳未満扶養親族

欄」に人数を記入してください。

同一生計配偶者及び扶養親族に障がい者がいる場合、その数を下記のとおり記入してください。

・特別障害者･･･Ｌ欄（特別）へ

・普通障害者･･･Ｍ欄（その他）へ

（注意） 上記の特別障害者のうち同居している人数をＫ欄へ記入してください。

給与等を支払う際にその給与等から控除した社会保険料の金額と、国保税などの申告分の合計

金額を記入してください。小規模企業共済等掛金の金額は上段に内書きしてください。

年末調整の際に控除した一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料にかかる控除額

の合計金額を記入してください。

平成19年分から損害保険料控除が廃止されましたが、一定の長期損害保険契約等に係る損害保

険料については､経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。

配偶者特別控除の適用を受けた受給者については、配偶者の令和７年分の合計所得金額を記入

してください。

平成24年１月１日以降に締結し、令和７年中に支払った生命保険料の支払金額を記入してくださ

い。

平成23年12月31日以前に締結し、令和７年中に支払った生命保険料の支払金額を記入してくださ

い。

平成24年１月１日以降に締結し、令和７年中に支払った介護医療保険料の支払金額を記入してく

ださい。

平成23年12月31日以前に締結し、令和７年中に支払った個人年金保険料の支払金額を記入して

ください。

地震保険料の控除額のうち平成18年12月31日までに締結した「旧長期損害保険契約等」に係る

控除額が含まれている場合には実際に支払った金額を記入してください。

※平成19年１月１日以後にその損害保険契約等の変更をしていないものであること。

平成24年１月１日以降に締結し、令和７年中に支払った個人年金保険料の支払金額を記入してく

ださい。

本人該当欄は、該当する事項があれば○印を記入してください。

年末調整の際、その年の合計所得金額が58万円超123万円以下である特定親族の控除した額を

記入してください。



■ 給与所得の求め方（令和 7 年度税制改正）・・・B 欄（所得金額調整控除前） 

給与所得の収入金額（ア） 給与所得の金額 

 ～   650,999 円 0 円 

  651,000 円 ～ 1,899,999 円 （ア）      － 650,000 円 

1,900,000 円 ～ 3,599,999 円 （イ）× 70％   － 80,000 円 

3,600,000 円 ～ 6,599,999 円 （イ）× 80％  － 440,000 円 

6,600,000 円 ～ 8,499,999 円 （ア）× 90％ － 1,100,000 円 

8,500,000 円 ～ （ア）     － 1,950,000 円 

（イ）＝（ア）÷4（千円未満切り捨て）×4 
 
■ 所得金額調整控除（令和３年度改正以降適用）・・・B 欄、⑫欄 

給与等の収入金額が 850 万円を超える方で、「本人が特別障害者に該当する」「年齢 23 歳未満の扶養

親族を有する」「特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する」のいずれかに該当する場合は、

給与所得の金額から所得金額調整控除額を控除します。 

➡所得金額調整控除額 

  ＝〔給与等の収入金額（1,000 万円を超える場合は 1,000 万円）－850 万円〕×10％ 
 
■ 未成年者について・・・チ欄 

令和８年１月１日現在で、18 歳未満の人。 
 

■ 基礎控除（令和 7 年度税制改正）・・・⑪欄 

合計所得金額 
控除額 

改正後 改正前 

  132 万円以下 95 万円 

48 万円 

 132 万円超  336 万円以下 88 万円 

 336 万円超  489 万円以下 68 万円 

 489 万円超  655 万円以下 63 万円 

 655 万円超 2,350 万円以下 58 万円 

2,350 万円超 2,400 万円以下 48 万円 48 万円 

2,400 万円超 2,450 万円以下 32 万円 32 万円 

2,450 万円超 2,500 万円以下 16 万円 16 万円 

2,500 万円超    0 円 0 円 

※合計所得金額が 2,500 万円を超える方は適用がありません。 
 

■ 寡婦控除・ひとり親控除について・・・ル・ヲ欄 
 ※事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる人がいる場合は対象外 

 寡婦控除 ひとり親控除 

控除額 27 万円 35 万円 

本人所得 合計所得金額が 500 万円以下 

性別 女性のみ 男女不問 

配偶関係と 

扶養の要件 

死別、夫が生死不

明の場合 

→扶養の有無は 

問わない 

離婚の場合 

→合計所得金額が 

58 万円以下の扶養

親族を有すること 

死別（又は生死不明）、離婚、未婚のひとり親

の場合 

→総所得金額等が 58 万円以下の 

生計を一にする子がいること 

 

 



■ 特定親族特別控除（令和７年度税制改正）・・・R 欄、⑬欄 

生計を一にする 19 歳以上 23 歳未満の親族の内、合計所得金額が 58 万円超 123 万円以下である場合

は、税法上の扶養親族には該当しませんが、段階的に控除を受けられます。特定親族特別控除の適用を受

けた場合は、特定親族各人別の特定親族特別控除の額に応じて、区分の欄に次のように記載してください。 

特定親族 

特別控除の額 

区分 

（特定親族が居住者） 

区分 

（特定親族が非居住者） 
特定親族の合計所得金額 

６３万円 10 11 58 万円超  85 万円以下 

６１万円 20 21 85 万円超  90 万円以下 

５１万円 30 31 90 万円超  95 万円以下 

４１万円 40 41  95 万円超 100 万円以下 

３１万円 50 51 100 万円超 105 万円以下 

２１万円 60 61 105 万円超 110 万円以下 

１１万円 70 71 110 万円超 115 万円以下 

６万円 80 81 115 万円超 120 万円以下 

３万円 90 91 120 万円超 123 万円以下 

※親族の合計所得金額が 58 万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります（年

齢 19 歳以上 23 歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は 63 万円です。）。 
 

■ 控除対象扶養親族（令和 6 年度課税分以降）・・・⑬欄 
国外に居住する 30 歳以上 70 歳未満の扶養親族は、原則として扶養対象外となります。ただし、下

記の区分 01～04 に該当する方は扶養控除の適用対象とすることができますので、その対象者氏名とと

もに「区分」欄へ該当する番号を記入してください。 

なお、30 歳以上 70 歳未満の国外居住者が下記 02～04 の要件に複数該当する場合は、いずれかひ

とつを記入してください。 
表示 控除対象扶養親族の区分 

空欄※１ 居住者 

01 非居住者（30 歳未満又は 70 歳以上） 

02 非居住者（30 歳以上 70 歳未満、留学生※２） 

03 非居住者（30 歳以上 70 歳未満、障害者） 

04 非居住者（30 歳以上 70 歳未満、38 万円以上送金※３） 

※１ 給与所得の源泉徴収票を e-Tax 又は光ディスク等で税務署へ提出する場合は、「00」と記入してください。 

※２ 「留学生」とは留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者。 
※３ 「38 万円以上送金」とは、扶養控除の適用を受けようとする居住者から生活費等の支払を受けている者。 

 

■ 各種扶養控除等の所得要件（令和 7 年度税制改正） 

扶養親族等の区分 
所得要件 

改正後 改正前 

扶養親族 
同一生計配偶者 

ひとり親の生計を一にする子 
58 万円以下 48 万円以下 

配偶者特別控除の対象となる配偶者 58 万円超 133 万円以下 48 万円超 133 万円以下 

勤労学生 85 万円以下 75 万円以下 

■ 個人番号（マイナンバー）の記載について 

「個人番号」欄には、各々の個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の 

利用等に関する法律第 2 条第 5 項に規定する個人番号をいう。）を記載してください。 

■ 給与支払報告書の提出について 

市区町村提出用 ・・・ 支払いを受ける人の、令和 8 年 1 月 1 日の居住地の市区町村の 

              個人住民税担当課へ１部提出 

 税 務 署 提 出 用 ・・・ 支払いを受ける人の、令和 8 年 1 月 1 日の居住地の税務署へ提出 

 本 人 交 付 用 ・・・ 本人に手渡してください 


